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評評価価指指標標   
 

取組 指標名 現状 目標値 

取組１ 

協定締結医療機関の確保病床数
（流行初期 3における確保数） － 4,000 床 

協定締結医療機関の確保病床数
（流行初期以降 4における確保数） － 6,000 床 

取組２ 

発熱外来を行う協定締結医療機関
数（流行初期における確保数） － 1,000 機関 

発熱外来を行う協定締結医療機関
数（流行初期以降における確保
数） 

－ 4,900 機関 

取組３－１ 

宿泊施設の確保数（流行初期にお
ける確保数） － 1,200 室 

宿泊施設の確保数（流行初期以降
における確保数） － 9,500 室 

取組３－２ 

自宅療養者等へ往診等を行う協定
締結医療機関数（病院・診療所） － 3,400 機関 

自宅療養者等へ訪問看護を行う協
定締結医療機関数（訪問看護事業
所） 

－ 1,200 機関 

自宅療養者等へ服薬指導等を行う
協定締結医療機関数（薬局） － 4,800 機関 

取組４ 後方支援を行う医療機関数 － 310 機関 

取組５ 
派遣可能医師数 － 300 人 

派遣可能看護師数 － 160 人 

取組５ 
協定締結医療機関の感染症に係る
研修・訓練の実施又は医療従事者
を参加させている割合 

－ 100％ 

共通 
個人防護具を２か月分以上備蓄し
ている協定締結医療機関（病院、
診療所、訪問看護事業所）数 

－ 

協定締結医療
機関（病院、
診療所、訪問
看護事業所）
のうち８割以

上の施設 
 

 
3 流行初期：取組１及び２については、法に基づく厚生労働大臣による新型インフルエンザ等
に係る発生等の公表（以下、「発生の公表」という。）後、３か月まで、取組３－１について
は、１か月以内。 

4 流行初期以降：発生の公表後、６か月まで。 

 
 

 

 

 

現 状  

１ へき地医療体制の現況 
○ 都では、山村振興法（昭和 40 年法

律第 64 号）、離島振興法（昭和 28 年
法律第 72 号）、過疎地域自立促進特
別措置法（平成 12 年法律第 15 号）
により指定されている奥多摩町及び
檜原村、島しょ地域の大島町、利島
村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵
島村、八丈町及び青ヶ島村並びに小
笠原諸島振興開発特別措置法（昭和
44 年法律第 79 号）の対象である小
笠原村の計３町８村を医療の確保が
必要なへき地として位置付け、様々
な施策を行っています。 

 

○  奥 多 摩 町 と 八 丈 町 で は 町 立 病 院
が、その他の町村では国民健康保険
立や町村立の診療所が設置・運営さ
れ、都における無医町村はありませ
ん。 

 

 

 

 

 

 

 

９ へき地医療 

○ 島しょ地域及び山間地域（以下「へき地」という。）に勤務する医療従事

者を安定的に確保するため、へき地町村が行う医師をはじめとする医療従

事者の確保やへき地医療の普及・啓発活動を支援します。 

○ へき地における医療の充実を図るため、へき地に勤務する医師の診療活

動を支援するほか、診療施設・設備等の診療基盤の整備を支援します。 

○ 本土で治療を行った島しょ地域の患者が住み慣れた島での生活に円滑に

移行できるよう具体的な検討を進めます。 

○ 島しょ地域における災害時や新興感染症発生時の対応力向上を図りま

す。 
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○ 地理的条件や財政状況から、へき地町村が独力で医療従事者の確保・定着
や、医療提供体制を整備することが困難となっています。 

 

○ へき地医療機関は、本土医療機関と比べ、人的・物的医療資源が限られて
おり、また、そこに勤務する医療従事者は、多岐にわたる業務を行う必要が
あります。 

 

２ 高齢者人口の割合 
○ へき地町村では、人口に占める 65 歳以上の高齢者人口の割合が令和５年

１月１日時点で 39.52％と高い状況にあります。（東京都全体：22.67％、
全国：28.62％） 
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○ 島しょ地域における医療・介護資源や多職種連携の状況は町村により
様々であり、島しょ地域の患者が本土の医療機関で急性期の治療を受けた
後、回復期リハビリテーション等が必要な場合には、帰島までに時間を要す
ることがあります。 

 

３ 自然災害発生時の状況 
○ へき地では、豪雨・豪雪・地震・津波・噴火等の自然災害の被害を受けや

すく、例えば、平成 25 年には台風第 26 号の大雨により伊豆大島土砂災害
が発生し、島内では対応できない負傷者を本土医療機関へ搬送したほか、本
土から医療従事者を派遣し、被災地での医療救護活動に取り組みました。 

 

これまでの取組  

１ 東京都へき地医療対策協議会 
○ 平成５年にへき地勤務医師等医療技術者の安定的確保を図るために設置

した東京都へき地勤務医師等確保協議会と、平成 17 年にへき地医療支援策
の充実を図るために設置した東京都へき地医療支援計画策定会議を統合し、
平成 25 年に東京都へき地医療対策協議会を設置し、へき地医療支援計画及
びへき地勤務医師等（医師、歯科医師）派遣計画の策定を始め、へき地医療
対策に係る総合的な意見交換等を行っています。 

 

２ 東京都へき地医療支援機構 
○ 国の第９次へき地保健医療計画に基づき、平成 17 年に常勤の専任担当官

（医師）を配置した東京都へき地医療支援機構を設置し、支援事業の企画・
調整を行っています。 

＜主な事業内容＞ 
  ① へき地医療支援の総合的な企画・調整 
  ② へき地医療支援計画の策定 
  ③ へき地勤務医師等派遣計画の策定  
  ④ へき地医療従事者の開拓・育成・業務支援 

 

３ へき地医療従事者の確保支援 
（１）医療従事者の確保支援  

① 自治医科大学 
○ 都は、昭和 47 年に全都道府県が設立者となって設置された学校法人自

治医科大学に対して授業料等の修学資金を含めた運営経費等を負担して
います。 

 

○ 東京都枠で入学した学生（２～３人／年）に対し、在学中から東京都の
へき地医療の理解を深める研修を実施する等、へき地勤務を行う総合診療
医の養成を行い、卒業後は東京都のへき地医療機関に派遣しています。 
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② へき地勤務医師等確保事業 
○ 自治医科大学卒業医のみでは医師を充足することが困難であることな

どから、へき地勤務医師等派遣計画に基づき、都内大学病院等（事業協力
医療機関）から医師等を定期的に派遣し、医師等の長期的、安定的な確保
を図っています。 

 

③ 東京都地域医療支援ドクター 
○ 地域医療の支援に意欲を持ち、医師経験５年以上の即戦力となる医師を

都職員として採用し、多摩・島しょ地域の医師不足が深刻な市町村公立病
院等に一定期間派遣し地域の医療体制の確保を支援しています。《再掲》 

 

④ 市町村公立病院等医師派遣事業 
○ へき地の公立医療機関等に事業協力医療機関等から派遣された医師に

へき地町村が支給する医師派遣手当に対して、都から補助金を交付するこ
とにより、医師の安定的な確保を図っています。 

 

⑤ 東京都地域医療医師奨学金 
○ 医師確保が困難な、小児医療・周産期医療・救急医療・へき地医療に将

来医師として従事する意思がある学生に奨学金を貸与するとともに、卒
前・卒後における各種研修等の実施や、公衆衛生・法医学分野への研修も
可能とする等、医師の多様なキャリア形成支援にも取り組むことにより、
都内の医師確保が必要な地域や診療科・公衆衛生分野の医師の確保を図っ
ています。《再掲》 

 

⑥ 無料職業紹介事業 
○ 平成 21 年に東京都へき地医療支援機構内に東京都へき地医療支援機構

無料職業紹介事業所を設置し、医師を始め歯科医師、薬剤師、看護師など
の医療従事者を対象として、職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）に規
定される無料職業紹介事業を行うことにより、医療従事者の確保が困難な
へき地町村を支援しています。 

 

（２）へき地医療の普及・啓発 

○ 東京都へき地医療支援機構では、島しょ地域に関連するイベント等を利
用してへき地医療のＰＲを行っています。へき地医療の魅力を伝え、へき
地医療に興味を持つ医療従事者の裾野を広げることにより、勤務を希望す
る医療従事者の増加を目指しています。 

 

○ 島しょ町村が行う医療従事者を対象とした確保・定着のための現地見学
会などの事業を支援しています。 
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４ へき地の診療を支援する取組  
（１）救急搬送体制 

○ 島しょ地域の医療機関で対応できない救急患者が発生した場合には、島
しょ町村長の要請に基づき、東京消防庁及び海上自衛隊のヘリコプター等
により、へき地医療拠点病院で島しょ医療の基幹病院である都立広尾病院
を中心として、都立病院やその他の高度医療機関に、365 日 24 時間搬送
する体制を整備しています。 

 

○ 東京消防庁のヘリコプターを利用した救急患者の搬送体制を一層拡充す
るため、平成 19 年 11 月に屋上ヘリポートを有する病院等と、島しょ地域
における救急患者の受入れや医師の搭乗に関する協定を締結し、東京型ド
クターヘリとして運用しています。令和５年４月現在で、都立病院の他 11
の国立・公的病院や民間病院と協定を締結しています。 

 

○ 平成 20 年度から米軍基地の赤坂プレスセンターのヘリポートが救急患
者の搬送に使用できるようになり、平成 24 年１月からは、それまで使用
できなかった土曜日、日曜日及び米国の祝日についても使用可能となり、
救急患者搬送体制の充実が図られました。 

 

○ 令和５年度から、搬送を要請した島しょ地域の医療機関と収容先医療機
関、添乗医師等の関係者間で、患者の病状等の情報をより円滑に共有でき
るデジタルツールを導入し、搬送体制を強化しています。 

 

○ 島しょ地域の救急患者を搬送する場合には、自治医科大学卒業医師等が
夜間・休日に添乗する体制も整備しています。 

 

○ 山間地域の救急患者を搬送する場合には、必要に応じヘリコプターに医
師が添乗して出動する体制を東京消防庁が整備しています。 

 

（２）画像電送システム 

○ 平成６年から、島しょ医療機関の診療支援事業として都立広尾病院放射
線科・救命救急センターと島しょの診療所等との間に画像電送装置を設置
し、専用回線を通じて単純エックス線、ＣＴ、内視鏡等の医療用画像を送
受信することにより、へき地に居ながらにして専門医師の助言を受けられ
るシステムを構築しています。 

 

○ 平成 22 年からＷｅｂ会議機能も付加し、画像を用いた研究会や症例検
討会を行うほか、退院支援カンファレンス等に活用するなど用途を拡充し
てきました。 
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（３）代診医師の確保 

○ へき地医療機関に勤務する医師が研修・休暇等で一時的に不在になる場
合に代診の医師（自治医科大学卒業医師、都登録医、都立病院医師、協力
病院医師、支援機構専任担当医師）を派遣し、医師の自己研鑽等の機会を
十分に確保できるようにしています。 

 

（４）専門医療 

○ 都では、昭和 33 年に始まった巡回診療を見直し、各へき地町村が主体
的に医療ニーズに合った診療科の選択・確保ができるよう、平成 14 年度
からへき地専門医療確保事業を開始しています。 

 

○ へき地町村が眼科や耳鼻咽喉科などの専門診療を実施する際、専門医を
確保するための調整を行うとともに、その経費を補助することにより、へ
き地の医療機関では対応困難な専門医療の確保を図っています。 

 

５ へき地医療提供体制の整備 
○ へき地医療機関の診療基盤を確保するため、へき地町村が行う診療所及

び医師住宅・看護師住宅の新設、増改築及び改修や診療所に必要な医療機
器の購入に要する経費の補助を実施しています。 

 

○ へき地町村が行う医師等の確保に関する取組を支援し、医療提供体制を
確保するため、へき地町村に対し診療所勤務医師・歯科医師の給与費補助
を実施しています。 

 

○ 地域医療の確保と向上を図るため、多摩及び島しょにおける市町村公立
病院の運営費を補助しています。 

 

○ 小笠原諸島の総合的な振興開発計画の一環として、村立診療所の運営に
係る経費の補助を実施し、医療の確保を図っています。 

 

○ 本土の医療機関で透析治療を受けている腎臓病の患者が住み慣れた地域
で透析治療を受けられるよう、島しょ地域の透析医療の体制を支援するた
め、人工透析に係る運営費の一部を補助しています。 

 

○ 分娩を取り扱う医療機関に対して、産科医療機関として必要な医療機器
の購入に要する経費を補助することにより、身近な地域で安心して出産で
きる環境を整備しています。 
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（３）代診医師の確保 

○ へき地医療機関に勤務する医師が研修・休暇等で一時的に不在になる場
合に代診の医師（自治医科大学卒業医師、都登録医、都立病院医師、協力
病院医師、支援機構専任担当医師）を派遣し、医師の自己研鑽等の機会を
十分に確保できるようにしています。 

 

（４）専門医療 

○ 都では、昭和 33 年に始まった巡回診療を見直し、各へき地町村が主体
的に医療ニーズに合った診療科の選択・確保ができるよう、平成 14 年度
からへき地専門医療確保事業を開始しています。 

 

○ へき地町村が眼科や耳鼻咽喉科などの専門診療を実施する際、専門医を
確保するための調整を行うとともに、その経費を補助することにより、へ
き地の医療機関では対応困難な専門医療の確保を図っています。 

 

５ へき地医療提供体制の整備 
○ へき地医療機関の診療基盤を確保するため、へき地町村が行う診療所及

び医師住宅・看護師住宅の新設、増改築及び改修や診療所に必要な医療機
器の購入に要する経費の補助を実施しています。 

 

○ へき地町村が行う医師等の確保に関する取組を支援し、医療提供体制を
確保するため、へき地町村に対し診療所勤務医師・歯科医師の給与費補助
を実施しています。 

 

○ 地域医療の確保と向上を図るため、多摩及び島しょにおける市町村公立
病院の運営費を補助しています。 

 

○ 小笠原諸島の総合的な振興開発計画の一環として、村立診療所の運営に
係る経費の補助を実施し、医療の確保を図っています。 

 

○ 本土の医療機関で透析治療を受けている腎臓病の患者が住み慣れた地域
で透析治療を受けられるよう、島しょ地域の透析医療の体制を支援するた
め、人工透析に係る運営費の一部を補助しています。 

 

○ 分娩を取り扱う医療機関に対して、産科医療機関として必要な医療機器
の購入に要する経費を補助することにより、身近な地域で安心して出産で
きる環境を整備しています。 

  

 
 

 

○ へき地の患者を最寄医療機関まで輸送するための車両（患者輸送車）の
運行に要する経費を補助し、へき地における住民の医療を確保しています。 

 

６ 本土医療機関からの円滑な退院（帰島）支援 
○ Ｗｅｂ会議システムの活用により、本土の医療機関と島しょ地域の医療・

介護関係者が行う退院支援カンファレンス等の取組を支援し、関係者間の
連携強化を図っています。 

 

○ 平成 30 年から、島しょ地域の医療介護資源を紹介する冊子「伊豆諸島・
小笠原諸島 各島の医療介護資源」を都内の二次救急医療機関に毎年配布
しており、島しょ地域の医療・介護資源の理解の促進や、患者の退院支援
策の検討等に活用されています。 

 

７ 災害時における医療救護体制の強化 
○ 令和２年に、医療機関の稼働状況や被災状況など災害医療に関する情報

を収集できるよう、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の対象医
療機関に公立のへき地診療所を追加し、定期的に通信訓練を実施すること
で、災害時の情報連絡体制を確保しています。 

 

○ 山間へき地を含めた西多摩保健医療圏での図上訓練や島しょ地域での医
療救護活動訓練等を実施し、へき地町村の災害対応力を高める取組を支援
しています。 

 

８ 新興感染症発生・拡大時の状況 
○ 新型コロナの感染拡大時には、島しょ地域の実情に応じた医療提供体制

の確保や感染拡大予防等、島しょ町村等の関係機関と連携して様々な対応
を行いました。 

 

＜主な対応＞ 
‧ 入院が必要な患者（疑似症含む）の収容病院や移送手段、移送資器材の確

保 
‧ 濃厚接触により業務に従事できない医療従事者の代替者派遣 
‧ 全ての公立医療機関を対象とした検査薬等の確保 
‧ ワクチンの輸送手段の確保等、町村のワクチン接種体制整備を支援 
‧ 来島者が感染した場合等の対応（滞在場所等の確保、移動手段の調整等） 
‧ 来島者を含めた感染予防対策の実施（竹芝客船ターミナルにおける乗船前

検査やポスター掲示等普及啓発） 
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課題と取組の方向性  
＜＜課課題題１１＞＞へへきき地地にに勤勤務務すするる医医療療従従事事者者のの安安定定的的なな確確保保  

○ へき地町村に勤務する常勤医師の突発的な欠員等にも速やかに対応でき
るよう支援策の充実が必要です。 

 

○ へき地町村に勤務する看護師等医療従事者の定着を促進するため、休暇
の際の代替職員の確保やキャリア形成に関する支援が必要です。 

 

○ へき地医療に興味を持つ医療従事者を増やすため、へき地医療に関する
普及啓発を推進していく必要があります。 
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課題と取組の方向性  
＜＜課課題題１１＞＞へへきき地地にに勤勤務務すするる医医療療従従事事者者のの安安定定的的なな確確保保  

○ へき地町村に勤務する常勤医師の突発的な欠員等にも速やかに対応でき
るよう支援策の充実が必要です。 

 

○ へき地町村に勤務する看護師等医療従事者の定着を促進するため、休暇
の際の代替職員の確保やキャリア形成に関する支援が必要です。 

 

○ へき地医療に興味を持つ医療従事者を増やすため、へき地医療に関する
普及啓発を推進していく必要があります。 

  

 
 

 

 
 

＜＜課課題題２２＞＞へへきき地地勤勤務務医医師師のの診診療療支支援援  

○ へき地医療機関に勤務する医師は、１人又は少人数で地域医療を支えて
おり、出張や研修の受講、休暇の取得などのためには、代替の医師の確保が
必要です。 

 

○ 島しょ診療所等と本土医療機関間の診療連携の取組を推進するため、患
者情報の共有を円滑に行う仕組みが必要です。 

 

○ 患者ニーズの専門化・多様化により、島の医療体制では対応できない専門
診療の取組をさらに推進していく必要があります。 

 

○ 薬剤師や栄養士の配置が困難なへき地の医療機関では、遠隔での服薬指
導や栄養指導を推進していく必要があります。 

 

  

（（取取組組１１））医医療療従従事事者者確確保保のの支支援援  

○ 自治医科大学を卒業した医師をへき地医療機関に引き続き派遣すると
ともに、へき地勤務医師等確保事業や東京都地域医療支援ドクター事業
など医師や歯科医師の確保事業を着実に実施し、地域の医療体制の確保
を進めます。 

 

○ へき地町村の固有医師に突発的な欠員が生じ、応急的な対応が求めら
れる場合には、都立病院やへき地勤務医師等確保事業協力病院などの関
係機関と連携して、当該町村の代診医師の確保を支援します。 

 

○ 東京都へき地医療支援機構が行う無料職業紹介事業の充実を図るほ
か、関係医療機関等と連携して看護師等の医療従事者を確保できる仕組
みを検討します。 

 

○ へき地医療拠点病院や職能団体等においてスキルアップのためのＷｅ
ｂ研修会等を開催することにより研修機会の確保を図り、へき地に勤務
する看護師等医療従事者の定着を支援します。 

 

○ へき地医療について、へき地医療拠点病院が開催する島しょ医療研究
会やその他の各種イベントの活用、ＳＮＳ等による情報発信等により普
及啓発に取り組むほか、島しょ地域への就業に関心のある医療従事者を
対象とした現地見学会の実施を支援します。 
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（（取取組組２２））へへきき地地勤勤務務医医師師のの診診療療支支援援  

○ 代診医師を確実に派遣することにより、へき地医療機関に勤務する医師
の自己研鑽等の機会を十分に確保できるよう引き続き支援します。 

 

○ へき地町村が患者ニーズに対応して行う専門医療確保事業の支援に加
え、地域医療連携ネットワークへの参入や遠隔での連携診療（D to P with 
D 1等）の導入などデジタル技術の活用を支援し、診療連携を強化するとと
もに、専門診療の充実を図ります。 

 

○ 島しょ地域における服薬指導等について、遠隔での対応が可能な本土の
薬局や医療機関等との連携した取組を検討します。 

 

＜＜課課題題３３＞＞医医療療提提供供体体制制整整備備  

○ へき地町村の財政力は脆弱なため、へき地町村における医療機関の施設
及び医療機器等の老朽化に対応することが困難です。このため、へき地町村
が行う施設等の整備事業について、引き続き支援していく必要があります。
また、人件費を含む医療機関における運営費についても引き続き支援して
いく必要があります。 

 

 
 

＜＜課課題題４４＞＞本本土土医医療療機機関関かかららのの円円滑滑なな退退院院（（帰帰島島））支支援援  

○ 本土で治療を行った島しょ地域の患者が、住み慣れた島での生活に円滑
に移行することができるよう、島の実情に応じた切れ目のない支援を行う
必要があります。 

 

  

 
1 D to P with D：患者側に主治医等の医師が同席する場合、遠隔地にいる医師が、診療を行
う形態の遠隔医療である。 

【特徴】 
・ 医療資源が限られる地域においても専門の医師等による診察を受けることができる。 
・ 主治医等にとって、専門の医師等との情報共有がスムーズとなる。 
この外、D to P､D to P with N､D to P with その他医療従事者、D to P with オンライン診
療支援者（医療従事者以外）、の類型に整理される。 
（出典：令和５年６月厚生労働省「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方
針」） 

（（取取組組３３））医医療療提提供供体体制制整整備備のの支支援援  

○ へき地町村の医療提供体制の確保及び向上を図るため、へき地町村が行
う診療所及び医師住宅等の新設、増改築及び改修に要する経費のほか、医
療機器の購入に要する経費を引き続き補助します。 

 

○ へき地町村の財政状況を鑑み、へき地医療機関の運営に要する経費を引
き続き支援します。 
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（（取取組組２２））へへきき地地勤勤務務医医師師のの診診療療支支援援  

○ 代診医師を確実に派遣することにより、へき地医療機関に勤務する医師
の自己研鑽等の機会を十分に確保できるよう引き続き支援します。 

 

○ へき地町村が患者ニーズに対応して行う専門医療確保事業の支援に加
え、地域医療連携ネットワークへの参入や遠隔での連携診療（D to P with 
D 1等）の導入などデジタル技術の活用を支援し、診療連携を強化するとと
もに、専門診療の充実を図ります。 

 

○ 島しょ地域における服薬指導等について、遠隔での対応が可能な本土の
薬局や医療機関等との連携した取組を検討します。 

 

＜＜課課題題３３＞＞医医療療提提供供体体制制整整備備  

○ へき地町村の財政力は脆弱なため、へき地町村における医療機関の施設
及び医療機器等の老朽化に対応することが困難です。このため、へき地町村
が行う施設等の整備事業について、引き続き支援していく必要があります。
また、人件費を含む医療機関における運営費についても引き続き支援して
いく必要があります。 

 

 
 

＜＜課課題題４４＞＞本本土土医医療療機機関関かかららのの円円滑滑なな退退院院（（帰帰島島））支支援援  

○ 本土で治療を行った島しょ地域の患者が、住み慣れた島での生活に円滑
に移行することができるよう、島の実情に応じた切れ目のない支援を行う
必要があります。 

 

  

 
1 D to P with D：患者側に主治医等の医師が同席する場合、遠隔地にいる医師が、診療を行
う形態の遠隔医療である。 

【特徴】 
・ 医療資源が限られる地域においても専門の医師等による診察を受けることができる。 
・ 主治医等にとって、専門の医師等との情報共有がスムーズとなる。 
この外、D to P､D to P with N､D to P with その他医療従事者、D to P with オンライン診
療支援者（医療従事者以外）、の類型に整理される。 
（出典：令和５年６月厚生労働省「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方
針」） 

（（取取組組３３））医医療療提提供供体体制制整整備備のの支支援援  

○ へき地町村の医療提供体制の確保及び向上を図るため、へき地町村が行
う診療所及び医師住宅等の新設、増改築及び改修に要する経費のほか、医
療機器の購入に要する経費を引き続き補助します。 

 

○ へき地町村の財政状況を鑑み、へき地医療機関の運営に要する経費を引
き続き支援します。 

 
 

 

 
 

＜＜課課題題５５＞＞災災害害時時ににおおけけるる医医療療提提供供体体制制のの確確保保  

○ 島しょ地域の医療機関では、災害発生時において、限られた医療従事者に
よる多くの傷病者への対応が必要となるほか、本土からの物資の供給が滞
ることも想定されるため、島しょ地域の医療機関の対応力を強化する必要
があります。 

 

○ 島しょ地域での災害発生時に、円滑な連携の下、医療救護活動を実施して
いくには、島しょ地域の事情に精通した機関や人材による支援が必要です。
《再掲》 

 

 
 

＜＜課課題題６６＞＞新新興興感感染染症症等等発発生生・・ままんん延延時時ににおおけけるる島島ししょょ地地域域のの医医療療提提供供体体制制のの

確確保保  

○ 新型コロナ対応の経験を踏まえて、島しょ地域における新興感染症等に
対する対策を充実させる必要があります。 

 

 
   

（（取取組組４４））本本土土医医療療機機関関かかららのの円円滑滑なな退退院院（（帰帰島島））支支援援  

○ 本土の医療機関と島しょ地域の関係者の間でデジタル技術を活用して
行う退院支援カンファレンス等を支援することにより、保健・医療・福祉
の連携を促進します。 

 

○ 島しょ地域におけるリハビリテーション機能の充実を図るため、本土
の急性期病院・回復期病院と島しょ医療機関等との連携強化のための具
体的な検討を進めます。 

（（取取組組５５））災災害害時時ににおおけけるる医医療療救救護護体体制制のの強強化化  

○ 災害時医療救護活動ガイドラインに基づき、本土の医療機関や島しょ
保健所等関係機関とも連携した災害発生時の対応訓練を行うとともに、
島しょ町村で構築している災害時の情報連絡系統や緊急医療救護所の設
置等が円滑に機能するよう検証し、災害時にも医療機能が継続できるよ
う町村と協力して検討していきます。 

 

○ これまでに発生したへき地における災害の被害状況や医療活動の記録
をへき地町村と共有して、災害時医療体制の充実に活かしていきます。 

（（取取組組６６））新新興興感感染染症症等等発発生生・・ままんん延延時時ににおおけけるる島島ししょょ地地域域のの医医療療提提供供体体制制

のの確確保保  

○ 新型コロナ対応の経験を踏まえ、島しょ保健所や関係機関等と連携し、
新興感染症等発生・まん延時に島内での医療を継続できる体制や感染症
に対応した患者搬送体制等の充実について検討します。 
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評価指標  
 

取組 指標名 現状 目標値 

取組１ へき地町村が必要とする医
師充足率 

100％ 
（令和５年４月１日現在） 

100％を維持 

取組１ へき地町村が必要とする看
護師充足率 

94.1％ 

（令和５年４月１日現在） 
上げる 

取組２ 遠隔での連携診療を実施す
るへき地医療機関数 

― 

（令和５年度） 
増やす 

取組４ 島内で回復期のリハビリテ
ーションを実施する島の数 

３島 
（令和５年４月１日現在） 

増やす 

取組５ 
島しょ地域の被害を想定し
た災害時医療訓練の実施回
数※１ 

― 年１回以上 

※１：実働訓練、図上訓練、通信訓練等 
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第１章

（９）へき地医療の医療体制構築に係る現状把握のための指標（国指針） 
 
【プロセス指標】 

 
  

区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部 区東北部 区東部 西多摩 南多摩
北多摩
西部

北多摩
南部

北多摩
北部

島しょ

1 へき地における巡回診療の実施日数 へき地医療現況調査
令和4年
（毎年）

都道府県 0.0

へき地における訪問診療（歯科を含む）の
実施日数

301.0

へき地における訪問看護の実施日数 31.0

へき地保健指導所保健活動日数 0.0

へき地保健指導所保健活動対象者数 0.0

へき地医療拠点病院からへき地への巡回診
療実施回数

0.0

へき地医療拠点病院からへき地への巡回診
療日数

0.0

へき地医療拠点病院からへき地への巡回診
療延べ受診患者数

0.0

へき地医療拠点病院からへき地への医師派
遣実施回数

72.0

へき地医療拠点病院からへき地への延べ派
遣日数

72.0

へき地医療拠点病院からへき地への代診医
派遣実施回数

48.0

へき地医療拠点病院からへき地への代診医
延べ派遣日数

48.0

7
遠隔医療等ＩＣＴを活用した診療支援の実
施状況

へき地医療現況調査
令和4年
（毎年）

都道府県 31

8
へき地医療拠点病院の中で主要３事業（※
１）の年間実績が合算で１２回以上の医療
機関の割合

へき地医療現況調査
令和4年
（毎年）

都道府県 100.0

9
へき地医療拠点病院の中でへき地医療拠点
病院の必須事業（※２）の実施回数が年間
１回以上の医療機関の割合

へき地医療現況調査
令和4年
（毎年）

都道府県 100.0

10 協議会の開催回数 へき地医療現況調査
令和4年
（毎年）

都道府県 1

11
協議会等におけるへき地の医療従事者（医
師、歯科医師、看護師、薬剤師等）確保の
検討回数

へき地医療現況調査
令和4年
（毎年）

都道府県 1

調査年
（調査周期）

集計単位指標名 調査名等
整理
番号

令和4年
（毎年）

東京都

二次保健医療圏

令和4年
（毎年）

都道府県

2 へき地医療現況調査
令和4年
（毎年）

4 へき地医療現況調査
令和4年
（毎年）

3 へき地医療現況調査

都道府県

都道府県

5 へき地医療現況調査
令和4年
（毎年）

6 へき地医療現況調査

都道府県

都道府県


